


【国保】

D-23 輸血 ③

《平成２９年２月２日新規》

《令和元年８月２９日更新》

《令和３年２月２６日更新》

○ 取扱い

血小板製剤のみの輸血に対し、不規則抗体検査は認められない。

○ 取扱いの根拠

現在供給されている血小板濃厚液は赤血球（不規則抗体の標的）をほと

んど含まないので、不規則抗体は適当とは認められない。


